
 

監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について 

 

 業務の履行にあたり、監督員から手続きを逸脱した指示を受け

た場合や受託者からの質問に対する監督員の回答が遅い場合等

は、当該監督員が所属する発注機関の事務及び技術の副部長等が

受託者の相談窓口となる。 


